
弁護団からのお知らせ 

① 6月 23日（土）弁護団説明会開催 

② 弁護団ホットライン開設（6月 25日・26日） 
2018年6月1日 

スマートデイズシェアハウス・アパートオーナーの皆様へ 

 

スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団     

     団長 弁護士 河 合 弘 之   

団長 弁護士 山 口   広   

（第二東京弁護士会所属）   

【弁護団事務局】〒160－0022 東京都新宿区新宿1－15－9 さわだビル5階 

電 話：03－3359－0613（平日午前10時～午後4時） 

ＦＡＸ：03－3355－0445 

弁護団Webサイト：http://suruga-smart-bengodan.com/ 

 

突然のお手紙を差し上げる無礼をお許し下さい。 

「スルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団」は、現在、東京都から福岡県までの弁護士４５人の消費者被害の

専門家にて構成された弁護団であり、スルガ銀行のシェアハウス・投資用アパートに関連した、組織的な不正融

資によって多額の債務を負ったオーナーの方々の救済を図るべく、日夜活動しております。その活動概要は、上

記の弁護団Webサイトをご参照ください。 

スマートデイズ事件については、スマートデイズおよびその関係会社や販売会社に対する責任追及だけでは

解決しません。皆様方が借金を背負わされたスルガ銀行との交渉なしには、抜本解決しえない問題です。 

そこで、当弁護団は本年 3月 2日の立ち上げ当初から、スルガ銀行との直接交渉を開始し、3月15日（沼津

本店）、3月30日、4月17日、5月8日、5月29日と交渉を重ね、次回交渉は7月3日に予定されております。

また、この間も、テレビ・新聞等によって報道されているとおり、スルガ銀行の不正な融資過程が次々と明らか

になっております。 

このように、当弁護団はスルガ銀行の不正融資の実体を暴露し、スルガ銀行との交渉を重ねていますが、スル

ガ銀行からの借入について抜本的な解決を実現するためには、一人でも多くのオーナーの方々に当弁護団への

ご参加を頂き、個人個人ではなく、皆様で力を合わせてスルガ銀行と交渉することが有益です。 

 そこで、当弁護団の方針および活動状況をさらに多くのオーナーの皆様にお知らせするため、下記の要領で

①弁護団説明会を開催し、②弁護団弁護士による相談の為のホットラインを開設致します。 

 是非、①説明会にご参加ください。また「遠方で東京まで行けない」等の理由で参加できない方々についても

直接、弁護団弁護士による説明をさせていただく、②弁護団ホットラインまで遠慮無くお電話ください。 

 スルガ銀行・スマートデイズ問題を一緒に抜本解決するために、是非、ご参加ください。 

なお、弁護団の資料ご希望の方は、同封の「資料請求書」に必要事項をご記入のうえ、弁護団事務局まで郵送

またはファックスにてご請求ください。後日、事務局より説明書・依頼書類一式を送付します。     

 

① 弁護団説明会 

日時：２０１８年６月２３日（土）午後５時～７時（開場：午後４時３０分） 

場所： ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター（ホール１Ａ）・裏面参照 

② 弁護団ホットライン 

      期間：２０１８年６月２５日（月）、２６日（火）の午後３時～７時まで 

      ホットライン専用ダイヤル（上記期間のみ設置）：０３－５３６２－３５９１ 

                             ０３－５３６２－３５９２  

http://suruga-smart-bengodan.com/


 

 

（引用元：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi/access/） 

 

 

※説明会ご参加の際は、お手数ですが、出席確認のため、このご通知をお送りした封筒をご持参下さい。 

 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi/access/

